
    
 

 

令和５年１２月２１日  

     障 害 福 祉 部 

障 害 保 健 福 祉 課  

 

世田谷区地域障害者相談支援センター運営事業者の選定結果について 
 

 

１ 主旨 

令和６年度からの世田谷区地域障害者相談支援センターの運営委託事業者の選定につい

て、公募型プロポーザル方式により候補者を選定したので報告する。 
 

２ 選定結果等 

（１）運営委託事業者の候補者名等 

世田谷地域 事業者 社会福祉法人 世田谷ボランティア協会 

所在地 世田谷区下馬3－22－13サザン三軒茶屋２F 

代表者 横山 康博 

北沢地域  事業者 社会福祉法人 めぐはうす 

所在地 世田谷区松原3-40-7パインフィールドビル二百一 

代表者 白石 弘己 

   玉川地域   事業者 特定非営利活動法人 つどい 

所在地 世田谷区中町4－6－7 

代表者 原 泰夫 

   砧地域    事業者 社会福祉法人 せたがや樫の木会 

所在地 世田谷区祖師谷3-21-1 3階 

代表者 岩井 雄一 

   烏山地域   事業者 社会福祉法人  武蔵野会 

所在地 世田谷区南烏山1-13-16 

代表者 高橋 信夫 

（２）履行期間 

 令和６年４月１日～令和１１年３月３１日 

   契約は単年度ごととし、予算の配当を条件に随意契約により令和１０年度までの５年間

の履行期間とする。 
 

３ 選定方法 

  （１）選定方法 

選定委員会を設置し、提案書の書類審査、公認会計士による財務審査、ヒアリング 

審査の採点結果に基づき運営事業者を選定した。 
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（２）主な選定理由 

①（世田谷地域）社会福祉法人 世田谷ボランティア協会 
・地域の障害に対する理解を深めるために、障害当事者に参画してもらう取組みを 
行っている点が評価できる。 

・利用者との電話相談における関係性構築のために、どの職員でも同じ対応ができる 
よう情報共有と対応の標準化に努めており、特筆すべき内容である。  

   ②（北沢地域）社会福祉法人 めぐはうす 
    ・相談につながっていない、いわゆる“顕在化していない相談者”に対して関係機関

や当事者との連携による支援を考えている点が評価できる。 
    ・複数職員での会議出席を通じて地域の中で顔の見える関係づくりに取組んでいるほ

か、個別支援を通じた関係支援機関とのつながりを構築している。 
③（玉川地域）特定非営利活動法人 つどい 

    ・関係機関との連携強化に向けた取組みとして地域イベントへの参加や高齢分野との 
合同研修会を実施している。 

・精神障害者の相談が増え続ける中、総合支所保健福祉センターとの連携に力を入れ 
ている。 

④（砧地域）社会福祉法人 せたがや樫の木会 
   ・相談者一人一人と丁寧に向き合っている印象を受け、相談支援に対する熱意がある。 
   ・配置予定の職員に相談支援に関する研修を実施するなど、人材育成に力を入れている

点は評価できる。 
⑤（烏山地域） 社会福祉法人  武蔵野会 

  ・障害のある方の住まい支援をするために、法人として不動産店舗とのネットワーク 
づくりに取組んでいる。 

  ・法人としてさまざまな人材確保・育成に向けた取組みを行っている点が評価できる。 
 

６ 今後のスケジュール（予定） 

令和６年４月 選定された運営事業者による運営開始 
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